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要 旨：高知県における重症心身障害児(者)のノーマライゼーションの到達点と課題につ

いて，Bengt Nirje が示したノーマライゼーション理念の 8 つの側面を分析の視点として

重症心身障害児(者)の生活を想定して質問項目を設定し，聞き取り調査を行った．その結

果，以下の改善項目が明らかになった．すなわちそれらは，現状としての週に 2，3 回の

入浴回数，週 2，3 日の日中活動および 1 年に 2～6 回の外出の機会を少しでも増やすこ

と，現在ほとんどない地域活動に参加する機会を設けること，複数人の居室が多く自らの

スペースが限られている状況であっても好みの家具を置くなど自己選択できる環境を整

えること，規則や日課，行事について重症心身障害児(者)自身が話し合う機会を設けるこ

と，意志表出支援として AAC を活用することである．調査結果を踏まえて課題は，リラ

ックスできる生活環境の整備，施設と地域の連携，自己選択・自己決定のためのコミュニ

ケーション支援の 3 点に関わる項目に集約されると考察した． 
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● 

Ⅰ．はじめに 

 
重症心身障害とは，重度の肢体不自由と重度

の知的障害とが重複した状態をいい，その状態

にある者を重症心身障害児(者)と呼ぶ．その判

断基準を国は明示していないが「大島の分類」

で判定するのが一般的である(厚生労働省，

2015)6)．大島の分類によると重症心身障害児

(者)とは，IQ が 35 以下で，運動機能が寝たき

り，もしくは座れる程度の者のことを指す(東京

都福祉保健局，2015)19)． 
日本には，およそ 38,000 人の重症心身障害

児(者)がおり，これは人口の約 0.03%にあたる．

高知県にはおよそ 500 人，人口の約 0.07％の重

症心身障害児(者)がおり，これは全国の割合と

比べると 2 倍以上になる．また，重症心身障害

児施設等の定員と都道府県人口の割合を見て

みると，高知県は四国では最も高く，全国では

2 番目に高い．生活の場の内訳は，在宅が約 180
人，施設が約 300 人，残りが病院であり，高知

県は人口に対する重症心身障害児(者)の割合が

高く，施設の定員も多いことがわかる(高知県地

域福祉部障害保健福祉課，2014)8)． 

入所施設から地域での生活を目指す理念と

してノーマライゼーションが挙げられる．ノー

マライゼーション理念の始まりは 1946 年のス

ウェーデン社会庁報告書であることが指摘さ

れている．その後，デンマーク 1959 年法策定

の過程で N.E.Bank-Mikkelsen によって提起

され(河東田，2005)5)，1969 年にスウェーデン

の Bengt Nirje により発展した(沖田・穐山，

1998)14)．以後，ノーマライゼーション理念は，

知的障害，その他の対人サービス分野において，

最も影響力があり，幅広く引用される概念へと

急速に展開した(Nirje，2008)11)．  
現在では，1995 年に厚生労働省障害者対策

推進本部が策定した「障害者プラン～ノーマラ

イゼーション 7 か年戦略～」を始め(松端，

2009)9)，高知県障害者計画でもノーマライゼー

ションが基本理念として掲げられている．高知

県障害者計画ではノーマライゼーションとは

「障害のある人が，地域社会の中で障害のない

人と同じように社会の一員として生活を営み，

行動できる社会づくりを目指すという考え方」

と定義されている(高知県地域福祉部障害保健

福祉課，2013)7)． 
ノーマライゼーションはいつ，どこで，どの
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ように，もしくはどこまで具現化するかによっ

て，理解も認識も方法も異なる．また「ノーマ

ライゼーションは軽度の知的障害者にしか適

用できない」という誤解もある．しかし，実際

は障害が重度であっても，知的障害者の生活を

その周辺の人々の生活とできる限り近づけるた

めに，必要なより多くのケアを受ける権利があ

ることを意味しているのである(Nirje，2008)11)． 
これまで，医療的ケアを必要とし，意思疎通

が困難な重症心身障害児(者)のノーマライゼー

ションの実現について具体的方法が議論され

ることは少なかった．その理由として，ケア面

での対応が難しく，受け入れ可能な施設が少な

いこと，医療の進歩により成人に達することが

可能となっているにもかかわらず，重症心身障

害児施設が法制度上，児・者一貫の取り扱いを

していること，重症心身障害者も対象に含む在

宅サービスが当事者の主体性を唱える一方，具

体的制度では家族介護を前提としていること，

ホームヘルプサービスに医療的ケアが含まれ

ないことなどの問題点が挙げられる(山岸・高橋，

2007)22)．このように，在宅福祉サービスが未

整備な現状においては，入所施設があればこそ

現在の生活が継続可能であるとする立場も否

定はできない． 
一方で，2006 年度から段階的施行の障害者

自立支援法で義務付けられた障害者福祉計画

の特徴の一つとして，入所施設から地域生活に

移行する障害者の具体的な目標値が定められ

たことが挙げられる．つまり，障害者自立支援

法は初めて脱施設化に関連した法律といえ，日

本でも脱施設化に向けての実施段階に入って

いる(樽井，2008)18)．2003 年度から 2012 年度

までの障害者基本計画では，Ⅲｰ 2「生活支援」

における「(2)施策の基本的方向」において，「施

設サービスの再構築」という項目が立てられ，

「イ 施設の在り方の見直し」として「入所施

設は，地域の実情を踏まえて，真に必要なもの

に限定する」とされていた(松端，2009)9)．2013
年度から 2017 年度までの障害者基本計画(第 3
次)では，Ⅲ「分野別施策の基本的方向」におけ

る「1．生活支援」において，「(2)在宅サービス

等の充実」で「障害者支援施設について，地域

で生活する障害者に対する在宅支援の拠点と

してその活用を図るとともに，施設の一層の小

規模化・個室化により入所者の生活の質の向上

を図る」とされている(内閣府，2013)10)．この

ように，施設の削減，縮小が謳われてはいるが，

施設の存在を完全に否定はしていない． 

また，20 世紀前半に大規模収容施設を作った

アメリカやカナダ，北欧の国々にノーマライゼ

ーション理念が普及し，「施設から地域へ」とい

う転換が行われているときに日本は入所施設を

展開していた．そのため，日本は「施設から地

域へ」よりも「施設も共に地域へ」という傾向

が強い(渡辺，1997)21)．よって，日本において

は入所施設生活の改善とノーマライゼーション

の同時追求こそが重要であると考えられる． 
 以上を踏まえ本研究では，人口に対する重症

心身障害児(者)の割合が高く，施設定員も多い

高知県の重症心身障害児(者)のノーマライゼー

ション実現の到達点と課題について，施設で暮

らす重症心身障害児(者)を中心に検討していく． 
 
● 

Ⅱ．方法 

 
本研究では，高知県の重症心身障害児(者)の

ノーマライゼーション実現の到達点と課題に

ついて，Nirje が示した 8 つの基本的枠組みに

沿って考察する．そのために，まず重症心身障

害児(者)に関わる支援者に対して聞き取り調査

を行った．聞き取りのための質問項目は 8 つの

基本的枠組みに沿って重症心身障害児(者)の生

活を想定して作成し，回答に際していくつかの

選択肢を提示した．質問項目と研究の趣旨，目

的，プライバシー保護の厳守，データは研究目

的以外に用いないことなどを記した書面を事

前に郵送し，同意を得たのち，質問項目に従っ

て具体例や意見を尋ねる形式で聞き取り調査

を行った．その上で，調査結果を受けてどのよ

うな課題があり，いかなる対応が求められてい

るのかを分析した． 
 
● 

Ⅲ．結果 

 

１．聞き取り調査の概要 

高知県内の重症心身障害児(者)を対象とする

3 施設(以下，A 施設，B 施設，C 施設とする)
の職員，各施設 2 から 3 名，計 8 名に聞き取り

調査を行った．調査日時は，A 施設が 2014 年

6 月 23 日 10 時から 12 時, B 施設が 2014 年 10
月 14 日 14 時から 16 時, C 施設が 2014 年 10
月 7 日 14 時から 16 時であり,各施設に 1 回訪

問した．調査場所は各施設で，調査内容は高知

県の重症心身障害児(者)のノーマライゼーショ

ンの現状に関するものである(Table 1，2，3，
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高知県の重症心身障害児(者)のノーマライゼーション実現の現状と課題 

4 の項目参照)．調査対象施設の利用者数は，A
施設は約 130 人(内，学齢期の利用者は 10 人未

満)，B施設は約 50人(学齢期の利用者はいない)，
C 施設は約 120 人(内，学齢期の利用者は 10 人

以上)であった． 
 
２．聞き取り調査の結果 

（１）回答者の属性 

 回答者は介護職員，看護職員，ケースワーカ

ー，指導員，保育士であり，年齢は 30 歳代 3
名，40 歳代 2 名，50 歳代 3 名であった．勤務

年数は 10 年未満 1 名，10 年以上 20 年未満 4
名，20 年以上 30 年未満 2 名，30 年以上 1 名

と多岐にわたった． 
（２）結果 

 以下，Nirje が示した 8 つの基本的枠組みに基

づいて結果を記述する．まず 1 日のノーマルな

リズムと 1 週間のノーマルなリズムに関する現

状に関する聞き取り調査結果を Table 1 に示す．  
 課題と考えられる項目について抽出する．1
日のノーマルなリズムについて，入浴回数が週

に 2，3 回である．起床時間，就寝時間は，A

施設と B 施設はある程度の自由があるが，C 施

設は時間が決まっている．  
 1 週間のノーマルなリズムに関しては，日中

活動の活動頻度は，A 施設，B 施設では週に 3
日程度，C 施設では 2 日程度である． 
 次に，1 年間のノーマルなリズムとライフサ

イクルにおけるノーマルな発達的経験に関す

る聞き取り調査結果を Table 2 に示す． 
1 年間のノーマルなリズムに関して，旅行の

機会が A 施設，B 施設ではあるが，C 施設では

ない．外出の頻度については，1 年に 2～6 回

とばらつきがあるが，少ない．  
 ライフサイクルにおけるノーマルな発達的

経験に関して，地域の活動に参加する機会はほ

ぼない． 
 次に，ノーマルな個人の尊厳と自己決定権と

その文化におけるノーマルな性的関係に関す

る聞き取り調査結果を Table 3 に示す．  
ノーマルな個人の尊厳と自己決定権に関し

て，規則や日課，行事について話し合う会は，

A 施設，B 施設ではないが，C 施設ではある．  
居室への家具の持ち込みに関して，1 人部屋は

 A施設 B施設 C施設 
1日の 
ノーマル

なリズム 

1．起床時間・就寝時間 ある程度自由 ある程度自由 決まっている 
2．朝起きたときの日課 着替え 着替え 歯磨き，洗顔 
3．食形態，普段の食事の 

ときの環境，外食の 
有無 

常食，きざみ食，ペースト食，ミキサー食などさまざまな

食形態の人がいるがきざみ食の人が最も多い 
親しい人と数人で食事をしたり，大勢の人と食事をしたり，

それぞれに応じた環境で食事をしているが，外出の機会が

少ないことに伴い，外食の機会も少ない． 
4．日課への出欠を決める 

権利 
まあまあある まあまあある あまりない 

5．入浴 週に2，3回 週に3回 週に2回 
6．夜，自由に使える時間 十分にある 十分にある 十分にある 

1週間のノーマルなリズムとしての 
日中活動 

週に3日程度 週に3日程度 週に2日程度 
学齢期の利用者や年齢超過で学校に在籍している利用者は

学校に通っている． 
日中活動の内容は，散歩，音楽，創作活動など多様な内容

が保障されている． 
 

Table 1 1 日のノーマルなリズムと 1 週間のノーマルなリズムに関する調査結果 

 A施設 B施設 C施設 
1 年間の

ノーマル

なリズム 

1．年間行事 多数あり 多数あり 多数あり 
2．家族と過ごす機会 個人差あり 1ヶ月に1回 個人差あり 
3．外出の頻度 1年に4～6回 1年に3，4回 1年に2回 
4．旅行の有無 3～5年に1回 5年に1回 ない 

ライフサ

イクル 
における

ノーマル

な発達的

経験 

1．同年代の人と過ごす 
機会 

全ての年代が共

に過ごしている

全ての年代が共

に過ごしている 
全ての年代が共

に過ごしている 
2．地域の活動に参加する 

機会 
あまりない あまりない まったくない 

Table 2 1 年間のノーマルなリズムとライフサイクルにおけるノーマルな発達的経験の調査結果 
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ほとんどなく数人で居室を共有している利用

者が多いため，小物や小さな家具しか持ち込め

ない．また意思表出支援としてのコミュニケー

ション機器などはあまり活用されていない． 
 次に，その社会におけるノーマルな経済水準

とそれを得る権利とその地域におけるノーマ

ルな環境形態と水準に関する聞き取り調査結

果を Table 4 に示す． 
その社会におけるノーマルな経済水準とそ

れを得る権利に関しては，金銭概念の獲得や金

銭管理は一定のスキルが必要である．管理以前

に年金などによる収入が保障されていること

が重要であろう． 
その地域におけるノーマルな環境形態と水

準に関して，地域に重症心身障害児(者)も参加

できる活動がほとんどないため，参加の機会を

模索することが課題であろう．これは，ライフ

サイクルにおけるノーマルな発達的経験の保

障にもつながる． 
また関連して，今後高知県が取り組むべき施

策と，将来的には入所施設を解体して自宅やグ

ループホームなどの地域で生活していくこと

が望ましいと思うかについて尋ねた． 
重症心身障害児(者)にとってよりよい社会に

していくための施策として先行研究を参考に

①住宅の整備，②働く場の整備，③言語訓練や

機能訓練，④ホームヘルプ，デイサービス，シ

ョートステイなどの在宅福祉サービス，⑤入所

施設の充実，⑥通所施設の充実，⑦総合的な相

談や社会生活の支援を行う事業の充実，⑧年金

や手当などの所得の保障，⑨医療費の負担軽減，

⑩公共建築物などの利用を容易にするための

施策の充実，⑪ガイドヘルパーなど外出支援の

充実，⑫障害者スポーツ・芸術文化活動などに

対する支援，⑬緊急時・災害時の対策，⑭障害

者理解や障害者との交流の促進の項目のうち

から 1人 3項目を選択する形式で今後高知県が

取り組むべき課題について回答を求めた．その

結果，④ホームヘルプ，デイサービス，ショー

トステイなどの在宅福祉サービスの充実，⑭障

害者理解や障害者との交流の促進を 8人中 6人

が選択し，最も多かった．また高知県の障害者

基本計画を念頭に，将来的には入所施設を解体

し，自宅やグループホームなどの地域で生活し

ていくことが望ましいと思うかについては，医

療が整備されていないと生活が困難なこと，サ

ービスが整備されていないと介護者の負担が

増す可能性があることなどさまざまな問題が

指摘された． 
 

 A施設 B施設 C施設 
その社会におけるノ

ーマルな経済水準と

それを得る権利 

1．収入源，金銭

管理 
主な収入源は年金で，金銭の管理は保護者や 
成年後見人がしている． 

2．個人的な目的

に関する出費

外出の機会が少ないので，買い物をする機会も少ない．

普段は自動販売機で飲み物を買う程度． 
その地域における 
ノーマルな環境形態

と水準 

1．個人的な外出

のための送迎

ない ない ない 

2．地域の参加 
可能な活動 

あまりない あまりない あまりない 

Table 4 その社会におけるノーマルな経済水準とそれを得る権利とその地域におけるノーマルな 

環境形態と水準の調査結果 

Table 3 ノーマルな個人の尊厳と自己決定権とその文化におけるノーマルな性的関係の調査結果 

 A施設 B施設 C施設 
ノーマルな 
個人の尊厳と

自己決定権 

1．買い物場面における

好みの尊重 
尊重されている 尊重されている 尊重されている 

2．居室への家具の 
持ち込み 

小物程度 小物程度 小物程度 

3．規則や日課，行事 
について話し合う会

の有無 

ない ない ある 

4．余暇活動の決定 あまりない あまりない まあまあある 
5．コミュニケーション

機器などの導入 
あまりない あまりない あまりない 

その文化にお

けるノーマル

な性的関係 

1．男性職員，女性職員

との関わり 
ある ある ある 

2．自らの性の意識 あまりない あまりない まあまあある 
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● 

Ⅳ．考察 

 
 聞き取り調査結果から，2 施設以上に共通の

課題である項目に着目し，以下の 7 点を高知県

の重症心身障害児(者)のノーマライゼーション

実現のための課題であると考察した．それらは，

入浴回数を 1 日でも多くすること，日中活動週

5 日を目指すこと，外出の機会を増やすこと，

地域の活動に参加する機会を設けること，好み

の家具を置けるなど生活環境を整えること，規

則や日課，行事について重症心身障害児(者)自身

が話し合う機会を設けること，意志表出を助け

るための手段として AAC を導入すること，であ

る．以下に具体的に各項目について示す． 
 まず，入浴回数を増やすことについて述べる．

入浴の作用として，精神的にリラックスできる

こと，適度の疲労や爽快感が得られることなど

が挙げられる(堤ら,2002)19)．重度知的障害者を

対象とする障害者支援施設で，入居者の希望に

より毎日入浴を行っている施設もある(澤田，

2010)15)．また，重症心身障害児への足湯の報

告では，足湯中は副交感神経機能が高まり精神

的にリラックスしており，足湯後には交感神経

の活性化が確認されたという指摘がある(山
根・小枝，2006)23)．これらのことから，体制

上の困難は予想されるが，足湯も含めて現在の

週 2，3 回の入浴回数を 1 回でも多くすること

でリラックスできる生活環境が保障されるこ

とにつながると考察する． 
次に，生活の場で好みの家具などを置けるな

ど選択環境を整えることについて示す．環境性

能が高い住環境に住まい，満足度が高い居住者

は，住環境への満足度が低い居住者に比べスト

レスが少なく，より健康になることが明らかに

されている(長谷川・下村，2014)3)．また，ス

ウェーデンの障害者政策に関する政府文書と

しての社会庁の勧告「人間としての尊厳」(1985
年)には，第 3 章「自己決定の権利」における

「(3)プライバシーを保障される権利」において，

「知的障害者の寝室はパーソナルな住空間と

して考慮されるべきであり，可能な限り，私的

な住居としてみなす努力を惜しんではならな

い．知的障害者各自は，自室に自分の好みで家

具を備えてよいし，好みに応じた飾り付けをし

てよい」という記述がある(中原，2010)12)．こ

のように障害があり入所施設で暮らしていて

も，居室を自らの好みに応じて飾ったりするこ

とを実践している国もある．日本の重症心身障

害児(者)も好みの家具を居室に置いたり，落ち

着く色にカーテンや寝具を変えたりすること

で，ストレスが解消されたり，リラックスでき

たりすることが推測されるため，現在の複数人

の居室や自らのスペースが限られている中で

も，好みの家具を置くなど，利用者の選択が尊

重される生活環境を整えることが望まれる． 
 よって，入浴回数を 1 日でも増やすこと，自

己選択できる環境を整えることは，「リラック

スできる生活環境の整備」に関わる項目である

と分析した． 
また，地域の活動に参加する機会については，

重症心身障害児(者)のための通所施設で地域と

の連携を図り，学校行事に参加したり，施設を

地域の人々にも開放する活動をしたりしてい

る例がある(田坂ら，2011)17)．家庭や施設で保

障できる活動には限界があり，家庭や施設のみ

が重症心身障害児(者)のノーマライゼーション

を担うべきでもない．今後高知県が取り組むべ

き施策として「障害者理解や障害者との交流の

促進」が望まれていたように，施設と地域が連

携することで，現状ではほとんどない地域の活

動に参加する機会の増加が目指されるべきで

あろう． 
そして，外出の機会を増やすことについては，

ノーマライゼーションの観点から，外出による

様々な効果が考察できる．それらは，四季を感

じる，地域の一員であるという自覚が芽生える，

買い物の機会につながる，経験の乏しさを解消

する，地域の障害者理解が進むなどである．ま

た，外出の機会を増やすことと，地域の活動に

参加する機会を設けることとは関わりが深い．

よって「施設と地域が連携」していくことによ

り，現状の 1 年に 2～6 回の外出機会の増加と

ともに重症心身障害児(者)と地域の人々の関わ

りを増やすこと，重症心身障害児(者)にとって

より外出しやすい環境に変化させていくこと

が期待される． 
日中活動週 5 日を目指すことに関連して，重

症心身障害児(者)が安定かつ充実した在宅生活

を送るため，または重症心身障害児(者)本人の

人生・生活リズムをより良いものにするために

も日中活動の場が欠かせないことが指摘され

ている(飯野，2003)4)．また，重症心身障害者

のように働くことが困難，あるいは働く時間が

短い人の日中活動の場としてデイアクティビ

ティセンターがある．センターでは必要な医療

支援などを提供しつつ，他者との交流や活動を

楽しみ，社会参加を進めることで，いっそう豊
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かな人生を送ることができるような支援がな

されているという指摘がある(赤松，2010)1)．

日中活動は利用者の生活リズムのためだけで

なく，活動自体を楽しみ人生を豊かにするため

にも重要であろう．また，他者との交流の推進

によりコミュニケーション力が向上すること

も期待される．そのため，1 回の活動時間は短

くても，現在の週 2，3 日の日中活動の機会を

増やしていくことが望まれる． 
全ての施設で規則や日課，行事について話し

合う機会を設けることに関連して，重症心身障

害者間でのコミュニケーションの促進を目的

に，話し合い活動の場を設けた結果，自発的な

話題提示の割合や，他者の発信に対する感想や

意見のための発信の割合などが増加したとい

う報告がある(岡澤・川住，2004)13)．規則や日

課，行事について話し合うことは，自分の生活

に関わる事項の自己選択・自己決定でありもち

ろん重要である．しかし，重症心身障害児(者)
が話し合う機会がない施設もあるので，上記事

例のように重症心身障害児(者)間のコミュニケ

ーション能力の向上や意欲の推進の機会とし

て話し合いを位置付けることも有効であろう． 
意志表出を助けるための手段として AAC な

どを導入することについて以下の先行研究が

参考になる．重度・重複障害を有する成人にス

イッチとパソコン教材を用い支援を行った結

果，スイッチ操作の向上と主体的な意思表出行

動が相互に関連し合い，意思表出が促進され，

やりとりの広がりの可能性が示唆されたとい

う報告である(寺本ら，2011)18)．また，重度言

語障害者への日本語版 PIC による支援により，

コミュニケーション能力が高められ，生活の質

を豊かにすることが実証された例 (藤澤，

2001)2)や，重症心身障害児(者)施設で AAC を

導入した結果，生活全般，コミュニケーション，

言語的な側面に変化が見られ，QOL，ライフス

テージの視点から意義があることが確認され

た例(高泉，2006)16)もある．これらの事例から，

現状では AAC を積極的には導入していないが，

AAC を活用することでコミュニケーション能

力が向上することが示唆される． 
よって，日中活動週5日を目指していくこと，

規則や日課，行事について重症心身障害児(者)
自身が話し合う機会を設けること，意志表出を

助けるための手段として AAC などを導入する

ことは「自己選択・自己決定のためのコミュニ

ケーション支援」にかかわりが深い項目である

と考察した． 

以上のように本研究では，高知県の重症心身

障害児(者)のノーマライゼーション実現の到達

点と課題について，施設で暮らす重症心身障害

児(者)を中心に検討してきた．その結果，「リラ

ックスできる生活環境の整備」，「施設と地域の

連携」，「自己選択・自己決定のためのコミュニ

ケーション支援」の 3 点に課題が集約された．

よって，これらの項目に焦点化した改善に着手

することで，重症心身障害児(者)の生活がより

ノーマルになることが期待される． 
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